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（２）総合病院 

 

＜理  念＞ 

「信頼し安心できる質の高い全人的医療を行います」 

全人的医療：身体、精神、心理、生活様式などを含めた総合的な視点から、患者さん自身の 

全体的な健康回復を目指す医療 

 

＜基本方針＞ 

１ 医療を受ける人々の立場に立ち、説明に基づく心のこもった医療を行います。 

２ 県内の中核病院として高度医療や先進的医療に取り組み、地域医療を支援します。 

３ 救急医療、災害医療、へき地医療、結核医療などの政策医療を積極的に担います。 

４ 将来の医療を担う質の高い人材を育成します。 

５ 快適な職場環境の整備と透明性の高い健全な病院運営に努めます。 

 

 

ア 総 括 

 

総合病院は、県内医療機関の中核的病院として、各疾患の総合的な医療をはじめ、高度・専門医

療や救急・急性期医療を提供している。 

 

平成22年度も引き続き、主要事業として、循環器病センター機能を活かした24時間365日体制

での高度な専門的医療の提供、がん疾患患者に高度な集学的治療の提供及び救急救命センターに準

じた機能を目指す救急医療の提供を三本柱として取り組んだ。 

 

また、地域の中核的病院として、急性期を担当する機能に特化し、機能分担を進めるため、地域

の医療機関との連携を強化し、紹介・逆紹介を推進した。さらに高度な医療機器を地域全体で利用

できるように、共同利用の取組みを進めた。 

 

平成22年度は、総合病院において、入院・外来患者数が大幅に増加する状況のなか、平成22年

4月の診療報酬増額改定の追い風もあり、施設基準の積極的な取得、DPCデータの分析、などの改

善策を取ることにより、診療単価を確保した。これらにより、計画を上回る収入を確保した。 

 

今後、県立総合病院が目指す病院像（次頁(図１)参照）のとおり、病院が所有する各種機能を強

化・連携し、県立病院としての機能向上を一層図ることとしている。 
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県立総合病院が目指す病院像（図１） 

 

 

 

イ 業務実績を示す各種指標 

 

・ 延患者数は入院・外来とも前年度を上回り、単価も入院及び外来とも前年度を上回った。 

患者数増については、特に他病院の医師減少により呼吸器内科で入院・外来とも増加してい

る（入院 +5,136人、外来 +2,305人）。また、単価増については、平成22年4月の診療報酬

増額改定や各種施設基準の取得、DPCデータ分析などによるものである。 

 

平成22年度 業務実績 

  区   分  H22実 績 H21実 績 増 減 増減率(％) 

年 間 入 院 延 患 者 数 (人) 221,754 208,226 13,528 6.5 

年 間 外 来 延 患 者 数 (人) 393,226 374,166 19,060 5.1 

入院患者１人当たり単価 (円) 57,960 53,133 4,827 9.1 

外来患者１人当たり単価 (円) 15,522 15,185 337 2.2 

平 均 在 院 日 数 (日) 12.6 12.5 0.1 0.8 

一 般 病 床 利 用 率 (％) 93.6 87.9 5.7 6.5 

※患者１人当たり単価は税抜金額(調定額ベースで算定)、平均在院日数・病床利用率は620床で算定 

  

・キャリアアップセンターの整備
・教育･研修プログラムの充実
・臨床研修の活性化

・急性期から在宅へ

・地域拠点病院としての人材確保と医師派遣
・医師・看護師の就労支援
・女性医師への対応

・プロパー職員の充実 ・原価計算
・経営改善への取組 ・ＤＰＣ分析
・ｴｺｱｸｼｮﾝ等への取組 ・施設整備

医療安全・災害・被ばく医療 インフラ整備（ＩＴ等）
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・ 紹介率、逆紹介率とも過去最高の高い水準を実現し、病診・病病連携がいっそう進んでいる。 

 

平成22年度 紹介率・逆紹介率                     （単位：％） 

区 分 H22実 績 H21実 績 増 減 率 

紹 介 率 82.1 81.2 0.9 

逆 紹 介 率 93.8 72.0 21.8 

 

ウ 特記事項 

 

（ア）医 療 

・ 医療の提供については、循環器病、がん医療、救急医療の３本を重点に据えるとともに、地域医療

の支援及び医療技術者の研修に重点的に取り組んでいる。 

 

・ 循環器病については、14床のCCU/ICUを24時間体制で運用し、その利用率は86.0％となった。 

昨年度再開した不整脈外来やカテーテルによる不整脈治療や脳卒中の地域連携クリニカルパスを

運用しており、医師の増員は実現していないものの循環器病センターの機能充実に努めた。 

 

・ がん医療については、総合相談センターに専従で認定看護師を配置し、相談体制を強化している。

放射線治療の充実を目指してリニアックを1台増設し、稼働した。また、7月に内視鏡室の改修工

事が完了し検査・治療環境が改善した。このほか、PETセンターの共同利用を進めるなど、地域が

ん診療連携病院としての機能強化に努めた。 

 

・ 救急医療については、医師の変則勤務の試行、曜日別当番医師を定めるなど、循環器病センターの

機能充実と相俟って救急医療体制の充実に努めた。 

 

・ 地域医療の支援については、11医療機関(前年度８)に対して延べ911人(前年度837)の医師の派遣

を行うとともに、PETやCT・MRIの高度医療機器の共同利用を進めている。また、総務省の委託事

業である「地域ICT利活用広域連携事業」に「しずおかバーチャル・メガ・ホスピタル構築事業」

を企画して応募した結果、採択されたため、志太榛原地域の2中核病院や各地域の医師会とともに、

診療情報共有のための基幹ネットワークシステムを構築する事業を推進している。 
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・ 腎移植については、静岡県内では初の脳死臓器提供の移植手術を11月に行った。 

腎移植の県内の状況を見ると、生体腎移植を行える施設が当院を含めて３施設しかない中で、

5月に１施設が生体腎移植から撤退したこともあり、当院の平成22年度の生体腎移植は8件

と例年の倍程度の件数となったことから、当院の果たす役割は今まで以上に重要となってい

る。 

 

・ 医療技術者の研修については、研修医の海外研修への派遣、看護師の認定看護師研修への派遣、県

立大学との共同研究、メディカルスキルアップセンターを利用した研修の実施など、県立病院に相

応しい医療技術の育成に努めた。 

 

・ 3月11日に発生した東日本大震災に対応して、発災直後のDMAT派遣を皮切りに医療救護班を現地

に派遣した。平成22年度中では、DMAT２チーム（岩手県宮古市・福島県南相馬市各１チーム）、医

療救護班３チーム（岩手県宮古市）を派遣した。平成23年度も継続中である。 

 

循環器病センター 

 
救急処置室（１Ｆ） 心カテ室（２Ｆ） ＣＣＵ（３Ｆ） 

 

（イ）経営改善 

・ 医療秘書や病棟支援員の配置、看護師の離職防止対策などを進めた結果、平成22年度は、「医師事

務作業補助体制加算」や「結核病棟入院料」の施設基準をランクアップし、「急性期看護補助加算」、

「総合入院体制加算」の施設基準を新規取得するなど、診療報酬の増収を実現した。 

 

・ エコアクション21認証取得、業務委託等の見直しを行うなど、医業費用の縮減に努めた。 

 

 

エコ・マイ・ホスピタル 

「環境と人にやさしい」わたしの県立総合病院 

<環境方針> 

○基本理念 

静岡県立総合病院職員は、医療が環境に多大な影響を及ぼすことを認識し、「環境と人にやさしい病

院」を目指し、力を結集して環境保全に取り組みます。 

○基本方針 

１．地球温暖化防止のため省資源・省エネルギーを実行し、温室効果ガスの排出量を削減します。 

２．水資源を大切にし、水の使用量を削減します。 

３．廃棄物のリデュース（発生抑制）、リユース・リサイクルの３R活動を推進し、廃棄物を削減します。 

４．感染性廃棄物とその他廃棄物の分別の徹底と適正使用を図ります。 

５．医薬品・検査試薬、診療材料、医療機器の適正使用と安全管理に努めます。 

６．環境関連法規等を遵守し、環境保全に努めます。 

７．環境教育・啓発活動を実施し、環境へのいつくしみと人へのやさしさを育みます。 
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（ウ）環境改善 

・ 院内保育所の建設（23年度予定）に向けて機能・規模を検討し、設計を実施した。 

・ 職員及び来院者のアメニティの向上のために施設整備を進めている。 

・ ６月に院内カフェをオープンした。 

 

             院内カフェ（正面玄関ホール） 
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（３）こころの医療センター 

 

＜理  念＞ 

安全・良質・優しいこころの医療を、いつでもどこでも誰にでも 

 

＜基本方針＞ 

１ 患者さんの人権と尊厳を守ります。 

２ 24時間365日、精神科救急医療を提供します。 

３ 最新の知識と技術を取り入れた高度専門医療を提供します。 

４ 手厚いチーム医療によって早期退院を目指します。 

５ 在宅医療とリハビリテーション、社会参加を支援します。 

６ 社会資源を開拓し、連携を強化します。 

７ 司法精神医療、災害医療などの公益医療に主体的に参加します。 

８ 社会人・組織人・医療人としての人材育成に努めます。 

９ 広い視野に立って研鑽を重ね、積極的に社会へ情報発信します。 

10 健全で透明性の高い病院経営を目指します。 

 

 

ア 総 括 

 

こころの医療センターでは、日本トップレベルの「精神科救急・急性期医療」を提供するため、

「救急・急性期医療の充実」、「在宅医療の拡充」、「最新技術の導入」及び「司法精神医療の整備」

を重点的に推進し、目標とする精神科医療の体制整備（将来構想(図２)参照）に取り組んでいる。 

 

平成 22 年度は、急性期病棟群（救急及び急性期病棟）を中心に救急・急性期患者の受け入れを

行い、それを後方的に支援する慢性病棟群（回復期及び慢性重症病棟）との機能分化を進め、効率

的な病棟運営に努めた。 

 

一方、精神科における医療は、「入院医療中心から地域生活中心へ」という方針が世界的趨勢で

あることから、在宅医療支援部門を強化し、地域生活での支援体制の整備と長期入院者の退院促進

に取り組んだ。 

 

また、クロザピンや修正型電気けいれん療法（m-ECT）など、先進的医療の導入に積極的に取り

組むとともに、医療観察法指定入院医療機関としての機能拡充を図るなど、県内精神医療の中核病

院としての機能を充実した。 

 

新たな取り組みとして、一般県民を対象とした公開講座を開催した。社会的に関心の高い「うつ

病」、「認知症」をテーマとして取り上げ、当院の取組みなど広く紹介することで、県民福祉の向上

に努めた。 
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こころの医療センター診療体制整備の将来構想（図２） 

 

 

イ 業務実績を示す各種指標 

 

・ 医療観察法指定病床の2床から12床への拡張工事に伴う稼働病床数の減少(180床→172床)及び、

同病床の国の認可の遅れから、1月以降は160床での運用を余儀なくされたため、入院患者数、病

床利用率も前年度を下回った。 

・ 入院単価は、同指定病床の12床での運用開始が当初予定の1月から3月末へと遅れたことから前

年度よりも微増の結果となった。 

・ 外来患者数は、前年度を下回ったものの、外来単価については前年度を上回った。 

 

平成22年度 業務実績 

  区    分  H22実 績 H21実 績 増 減 増減率(％) 

年 間 入 院 延 患 者 数 (人) 55,307 55,850 ▲543 ▲1.0 

年 間 外 来 延 患 者 数 (人) 43,254 44,492 ▲1,238 ▲2.8 

入院患者１人当たり単価 (円) 19,885 19,787 98 0.5 

外来患者１人当たり単価 (円) 5,817 5,580 237 4.2 

平 均 在 院 日 数 (日) 108.2 100.1 8.1 8.1 

稼 働 病 床 利 用 率 (％) 84.2 85.0 ▲0.8 ▲0.9 

※患者１人当たり単価は税抜金額（調定額ベースで算定）、病床利用率は180床で算定 

 

・ 紹介率については、紹介患者以外の受入も積極的に進めていることもあり、前年実績を下回った。 

・ 逆紹介率については、軽症患者は積極的に地域に戻すこととしているものの、前年実績には達しな

かった。 

平成22年度 紹介率・逆紹介率                     （単位：％） 

区 分 H22実 績 H21実 績 増 減 率 

紹 介 率 57.9 62.2 ▲4.3 

逆 紹 介 率 26.1 26.8 ▲0.7 
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ウ 特記事項 

 

（ア）医 療 

・ 救急・急性期を中心とした診療体制の整備を図るとともに、包括的在宅医療支援体制モデルの構築

や精神科救急相談体制の整備など、退院後の在宅支援を行うシステムを構築することで、「早期に

集中的治療を行い、早期に社会復帰する」という体制づくりを進めている。 

 

・ 地域医療の支援については、県内全域を対象とする「精神科救急ダイヤル」を敷設するなど、24

時間体制で救急相談に対応したほか、講演会等への講師派遣、公開講座の開催などに取り組んだ。 

 

・ 先端薬物療法（クロザピン）の実施に向けた体制づくりや先進的な治療法である修正型電気けいれ

ん療法（m－ECT）の実施、認知行動療法についての研修体制の強化など、医療水準の向上と重症患

者の病状改善に取り組んだ。 

 

・ 包括的在宅ケア（ＡＣＴ)チームによる退院支援と手厚い24時間365日サポート体制による退院後

の地域生活支援モデルの構築を進めた。 

 

・ 県内唯一の医療観察法指定入院医療機関として本県関係の入院処遇対象者を受け入れており、増床

により機能を充実し、地域完結型の医療環境の形成を目指していく。 

 

  

（イ）経営改善 

・ 診療報酬の適正請求や医療観察法の指定病床の増床など、収益の増収に努めた。 

 

（ウ）環境改善 

・ 院内をアートフラワーで装飾し、明るい雰囲気づくりに努めた。 

アートフラワーによる装飾 
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（４）こども病院 

 

＜理  念＞ 

「すべての子どもと家族のために、安心、信頼、満足の得られる医療を行います。」 

  ＊平成22年4月改定 

 
＜基本方針＞ 

「患者中心の医療サービスの継続」 

地域の医療機関と連携し、診断・治療が困難なこどもの患者へ 
質の高い効果的な医療を提供 

 

こども病院が目指す方向（図３） 

１ 専 門 病 院 透明性と説明責任に裏打ちされた質の高い医療 
２ 教 育 病院の基本機能としての教育 
３ 地 域 連 携 相互支援を基本とした地域医療連携 
４ 効率的な病院経営 標準的で透明な経営 
５ 働きやすい病院 医療従事者の労働環境整備 

 

   
ア 総 括 

 

こども病院は、県内小児医療の中核病院として、高度・専門医療や救急・急性期医療を提供して

いる。平成 22 年度は、職員公募により病院理念を改定し、病院の目指す医療について職員の意識

統一を図った。 

 

また、平成22年 7月に県より「静岡県小児がん拠点病院」の指定を受けた。これは県内の小児

がんに関する中核病院としての活動が評価されたものである。 

 

平成 22 年度は、周産期センター及びこどもと家族のこころの診療センターの患者数が増加し、

入院・外来共に前年度を上回る状況となり、順調に推移した。 

 

7月の臓器移植法改正により、今まで以上にPICU（小児集中治療センター）が全国から注目を集

め、小児心臓手術の技術力が今年も高く評価されるなど、小児医療の中核病院としての役割を果た

している。 

 

静岡県立
こども病院

専門病院

働きやすい病院効率的な経営

地域連携教 育

（図３）
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9月には、念願の電子カルテシステムが稼動を開始した。今後は、システムを活用して更に医療

の質の向上や効率化を進めていく。 

 

 

イ 業務実績を示す各種指標 

 

・ 入院患者数は、小児外科、泌尿器科を中心に患者数が増加し前年度を上回る結果となった。外来患

者数は、産科、脳神経外科、皮膚科で患者の増加が見られ、前年度を上回る結果となった。 

 

・ 入院単価は、診療報酬改定により薬剤料収入が減少したものの、新生児回復室入院医療管理料・急

性期看護補助体制加算などの取得による増収で、前年度を上回る結果となった。また、外来単価に

ついても前年度を上回った。 

 

平成22年度 業務実績 

  区    分  H22実 績 H21実 績 増 減 増減率(％) 

年 間 入 院 延 患 者 数 (人) 79,028 76,305 2,723 3.6 

年 間 外 来 延 患 者 数 (人) 91,961 90,285 1,676 1.9 

入院患者１人当たり単価 (円) 80,539 71,292 9,247 13.0 

外来患者１人当たり単価 (円) 13,823 13,116 707 5.4 

平 均 在 院 日 数 (日) 15.1 16.2 ▲1.1 ▲6.8 

病 床 利 用 率 (％) 77.6 74.9 2.7 3.6 

     ※患者１人当たり単価は税抜金額（調定額ベースで算定）、病床利用率は279床で算定 

     ＜参  考＞ 

児童精神病棟（36床）を除い

た一般病床分の年間実績 

入院延患者数 入院患者１人当り単価 平均在院日数 病床利用率 

68,620人 90,275円 13.3日 77.4％ 

※患者１人当たり単価は税込金額（調定額ベースで算定）、病床利用率は243床で算定 

 

・ 紹介率、逆紹介率ともに平成21年度実績を上回った。今後も紹介率等の増加に向け、受け入

れ体制の充実など広報活動を行っていく。 

 

平成22年度 紹介率・逆紹介率                   （単位：％） 

区 分 H22実 績 H21実 績 増 減 率 

紹 介 率 96.0 87.9 8.1 

逆 紹 介 率 32.7 30.7 2.0 

 

ウ 特記事項 

 

（ア）医 療 

・ カテーテル治療（アンプラッツァー）など新しい治療方法の導入や、小児循環器集中治療医の育成

のための研修プログラムの実施、一般電話回線を利用した遠隔エコー診断など、高度先進的治療の

提供体制の整備に努めた。 
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・ 新生児未熟児科医の増員募集、妊娠管理から治療までのシステム構築の一環として県内の医師看護

師に対する講習会の開催など、ハイリスク胎児・妊婦、新生児に対する高度な先進的治療の提供に

努めた。 

 

・ 平成21年度の児童精神科病棟（36床）の開設により外来から入院まで一貫した治療体制を整える

とともに、厚生労働省の「子どもの心の診療拠点病院推進事業」のモデル事業に参画しネットワー

ク構築のため学校・地域との連携強化に努めるなど、児童精神科分野における中核的機能の発揮に

取り組んだ。 

 

・ 救急総合診療科、PICU（小児集中治療科）を中心に小児救急医療への対応を強化するほか、地域の

救急医療機関や消防機関との検討会を開催するなど、24 時間 365 日を通して、重篤な小児救急患

者の受け入れ体制の強化に努めた。 

 

・ 静岡県小児がん拠点病院として、関係診療科の協働連携による「腫瘍カンファレンス」を開催し、

小児がんの高度な集学的治療へ積極的に取り組んだ。 

 

・ 地域医療の支援については、平成 22 年度は７医療機関(前年度６)に対して、延べ 741 人(前年度

560)の医師を派遣しているほか、地域の医療機関等の看護師、保健師への実習研修の受け入れ、講

演会やセミナーの開催などに取り組んだ。 

 

・ 医療技術者の研修については、救急医療に関する臨床指導のために、オーストラリアシドニーより

ニコラス・チェン医師をインストラクターとして招聘するなど教育機能の充実に努めた。 

 

・ 県健康福祉部と県教育委員会主催の「こころざし育成セミナー」に協力して、8月に院内で医学部

進学を考えている高校生44名（13校）に対し、講演会・手術ｼｭﾐﾚｰｼｮﾝ・救急蘇生などの体験学習

を行った。 

 

 

救急の体制 

ドクターヘリ 新ドクターカー 西館救急外来 

＊新ドクターカーは平成22年6月から本格運用を開始した。 

 

（イ）経営改善 

・ 新生児回復室入院医療管理料・急性期看護体制加算等の施設基準を取得し、診療報酬の増収を実現

した。 

・ 省エネ対策としてESCO事業（企業が省エネルギーの包括的サービスを行う事業）の導入し、省エ

ネ対策工事を実施した。 
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ESCO事業 概要 

 

（ウ）環境改善 

・ 医師・看護師宿舎の建替えに伴う作業を開始した。 

・ 院内保育所の整備計画を検討した。 

・ Ｈ棟３階に職員休憩室を整備した。 

 

 

 
職員休憩室 
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（参考）用語解説

用語（50音順） 解　　　　　説

ＡＣＴ

　ＡＣＴとは、Assertive Community Treatment(包括型地域生活支援プログラム）の
略で、重い精神障害を持つ人たちに対して、住み慣れた地域で支援する、集中型・包
括型ケースマネジメントプログラム。

ＣＣＵ

　ＣＣＵとは、Coronary Care Unitの略で、冠疾患集中治療室と呼ばれ、主に心筋梗
塞などの冠状動脈疾患の急性危機状態の患者を収容し、専門の医師・看護師により、
厳重な監視モニター下で持続的・集中的に管理・治療する部門。
　※こども病院では、ＣＣＵをCardiac（心臓病の）ＩＣＵと解釈している。

ＤＭＡＴ

　ＤＭＡＴとは、Disaster Medical Assistant Teamの略で、災害の発生直後（48時間
以内）に被災現場へ駆けつけ、救出・救助部門と合同して活動できるトレーニングを
受け、機動性を持った災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ：ディーマット）。

ＤＰＣ

　ＤＰＣとは、Diagnosis Procedure Combinationの略で、診断群分類のこと。これに
基づく診断群分類包括評価（しんだんぐんぶんるいほうかつひょうか）により、日本
の急性期入院医療費の定額支払い制度が平成18年から（試行は平成15年から）運用さ
れている。（総合：H20.7導入、こども：H21.7導入）

ＥＳＣＯ

　ＥＳＣＯとは、Energy Service Companyの略で、1970年代アメリカで始まり、1990
年代後半に日本に導入された省エネ化を目指す事業で、省エネルギーに関わる一連の
業務を一括して請け負うことや、計画した省エネ効果が出なかった場合、省エネ相当
分を顧客に補償する義務を負うことなどが特徴。

ＩＣＵ

　ＩＣＵとは、Intensive Care Unitの略で、集中治療室と呼ばれ、内科系・外科系を
問わず呼吸、循環、代謝そのほかの重篤な急性機能不全の患者を収容し、強力かつ集
中的に治療看護を行う部門。

ｍ－ＥＣＴ

　ｍ－ＥＣＴとは、修正型電気けいれん療法で麻酔科医による全身麻酔の下、筋弛緩
剤の投与により体幹のけいれんを起こさせないもので、うつ病、躁うつ病、統合失調
症などの治療に用いられており、従来の有けいれん療法に比べ、安全で有効な治療法
とされている。

ＭＦＩＣＵ

　ＭＦＩＣＵとは、Maternal Fetal Intensive Care Unitの略で、重い妊娠中毒症、
前置胎盤、合併症妊娠、切迫早産や胎児異常など、ハイリスク出産の危険度が高い母
体・胎児に対応するための設備と医療スタッフを備えた集中治療室

ＭＳＷ

　ＭＳＷとは、Medical Social Workerの略で、疾病を有する患者が、病気になること
で生じる生活上の様々な困難に対して、自立した生活が送ることができるように、社
会福祉の立場から、患者の生活全体を支援していく専門家のこと。

ＮＩＣＵ

　ＮＩＣＵとは、Neonatal Intensive Care Unitの略で、未熟児をはじめとするハイ
リスク新生児は専門的な医療機関で集中治療・管理する必要があり、このような医療
を展開する場所全体を一般的に広義の新生児集中治療室と呼んでいる。

ＰＣＩ

　血管に刺入する管（カテーテルという）を用いて冠動脈疾患に様々な治療を行うこ
とを総称して（経皮的）冠動脈インターベンション (PCI) と呼ぶ。
　風船療法（カテーテルの先端の風船（バルーン）で狭窄した冠動脈を拡げる）や経
皮的冠動脈ステント留置術（拡げた冠動脈にステントという金属のコイルを内側に張
り付けて血管を支え再狭窄を防ぐ）やＤＣＡ（カッターで狭窄病変部位を削り取り拡
げる治療法）やローターブレーターというドリルのような先端を回転させて病変を削
り取るなどの治療法がある。

ＰＥＴ

　ＰＥＴとは、Positron Emission Tomography（ポジトロン・エミッション・トモグ
ラフィー）の略で、PET検査とは、陽電子（ポジトロン）を放出する放射性核種（ポジ
トロン核種）で標識した薬剤を静脈から注射して、細胞の活動状態を画像化する診断
技術である。
　がん等の診断、治療効果・治療後の経過観察に有用な最先端の検査法で、同様にが
んの早期発見にも有用である。
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用語（50音順） 解　　　　　説

ＰＩＣＵ

　ＰＩＣＵとは、Pediatric Intensive Care Unitの略で、小児集中治療室と呼ばれ、
全国で４か所しかない専属の専門医が配置され独立病棟として24時間小児重症患者を
受け入れている。
（※全国４か所：静岡県立こども、国立成育医療センター、長野県立こども、兵庫県
立こども）

ＰＳＷ

　ＰＳＷとは、Psychiatric Social Workerの略で、精神保健福祉士と言い、社会福祉
学を学問的基盤として、精神障害者の抱える生活問題や社会的問題の解決のための援
助や、社会参加に向けての支援活動を通じて、患者を支援していく専門家のこと。

葵カード
　葵カード（連携安心カード）として、県立総合病院が発行している。 病状急変時受
診先案内機能を持ち、発行枚数累計 2,046枚(H23年3月末現在)

医療観察制度

　心神喪失又は心神耗弱の状態で重大な他害行為を行った人を対象として、国の責任
による手厚い専門的な医療と、退院後の継続的な医療を確保するための仕組み等に
よって、その円滑な社会復帰を促進することを目的とした制度であり、こころの医療
センターにおいては、平成21年3月24日付で指定入院医療機関指定書（東海北陸厚生局
長指定、第0004号）により指定入院医療機関として指定された。

医療秘書（医師事務
作業補助者）

　クラークとも言われ、病院勤務医の負担軽減を図るため、医師の事務作業を補助す
る職員のこと。
　医師の指示の下、診断書の文章作成補助、診療記録への代行入力、医療の質の向上
に資する事務作業（診療に関するデータ整理、院内がん登録等の統計・調査、医師の
教育や臨床研修のカンファレンスのための準備作業等）並びに行政上の業務（救急医
療情報システムへの入力等）への対応を行う。

緩和ケア
　主に治癒を目的とする治療ではなく、全人的なケアで、痛み、その他の症状コント
ロール、心理面、社会面、精神面のケアを行うもの。

クリニカルパス

　クリニカルパスとは、ある病気の治療や検査に対して、標準化された患者様のスケ
ジュールを表にまとめたもので、１つの治療や検査ごとに１つずつ作られている。
　クリニカルパスには、病院用、患者様用と２つ準備されており、患者用クリニカル
パスには、｢入院診療計画書｣として、患者が入院してからの食事や処置、検査・治
療、そのための準備、退院後の説明等が日ごとに詳しく説明されている。

クロザピン

　クロザピンは抗精神病薬で、H21.4月に製造承認され、7月より発売開始となった。
クロザピンの使用にあたっては、高い治療効果の反面、重篤な副作用（白血球の減
少）が報告されていることから、安全管理体制の整備が義務付けられている。

コーディング

　疾病や手術、検査などをコード化する仕事。
　最近、病院では診療情報を活用するために、あるいはＤＰＣやがん登録などの国の
制度の義務付けにより、標準化されたコードへのコーディングとそのシステムへの登
録が必要となり、そのためコーディングする人の需要が、増えている。正しいコー
ディングのためには、コード体系の知識とともに医学知識やカルテを読み解く能力が
要求される。
　疾病のコーディング：膝の関節炎⇒M13.96（Mは骨・筋肉などを示す。13は関節炎を
示す。9は詳細不明を示す。6は膝を示す）

コメディカル
　薬剤師・診療放射線技師・臨床検査技師・歯科衛生士・理学療法士・作業療法士な
どの、医師・看護師以外の医療従事者の総称のこと。

ジェネリック医薬品
（後発医薬品）

　特許権が消滅した医薬品について、特許権者ではなかった医薬品製造メーカーがそ
の特許権の内容を利用して製造した医薬品のこと。

初期臨床研修医
後期臨床研修医

　免許取得の後に、臨床研修の名で上級医の指導の下に臨床経験を積む卒後教育が制
度化された。病院独自に「前期・後期研修医」の名称を使用することがあるが、研修
医（広義,1-5年目程度）= 研修医（狭義,=前期研修医,1-2年目） + 後期研修医（3-5
年目程度）としていることが一般的である。
　一般に「研修医」の語を使う場合、「前期研修医」を指す。後期研修医とほぼ同義
の語として、専修医、修練医、などがあるが、各々の病院独自のものである。
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用語（50音順） 解　　　　　説

診療情報管理士

　診療情報管理士とは、四病院団体協議会（日本病院会、全日本病院協会、日本医療
法人協会、日本精神科病院協会）および医療研修推進財団が資格付与する民間資格の
こと。
　主な業務内容として、診療録の物理的な管理や内容の精査を行う「物の管理」、診
療情報をコーディングするなどしてデータベースを構築する「情報の管理」、構築さ
れたデータベースから必要な情報を抽出・加工・分析する「情報の活用」がある。

地域医療支援病院

　1997年（平成9年）4月の医療法の第3次改正で制度化された医療機関の機能別区分の
ひとつ。
　目的としては、地域の病院、診療所などを後方支援するという形で医療機関の役割
分担と連携を目的に創設された。都道府県知事によって承認される。
（承認要件）
　・病院の規模は原則として病床数が200床以上の病院であること。
　・他の医療機関からの紹介患者数の比率が80%以上であること。
　・他の医療機関に対して高額な医療機器や病床を提供し共同利用すること。
　・地域の医療従事者の向上のための生涯教育等の研修を実施していること。
　・救急医療を提供する能力を有すること。

認知行動療法

　認知行動療法とは、人間の気分や行動が認知のあり方（ものの考え方や受け取り
方）の影響を受けることから認知の偏りを修正し、問題解決を手助けすることによっ
て精神疾患を治療することを目的とした精神療法であり、2010年から、一部保健点数
化がされた。

認定看護師

　認定看護師とは、日本看護協会の認定看護師認定審査に合格し、ある特定の看護分
野において、熟練した看護技術と知識を有することを認められた者をいい、水準の高
い看護実践を通して看護師に対する指導・相談活動を行う者をいう。

レジデント

　初期臨床研修医はジュニアレジデント、初期レジデント、スーパーローテーターな
どと呼ばれ、それ以降に専門科での研修を行うものを単にレジデントと呼んだり、後
期研修医、後期レジデント、シニアレジデント、専攻医などと呼ばれている。
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決 算 報 告 書



平 成 22 年 度 決 算 報 告 書

【地方独立行政法人静岡県立病院機構】 （単位：円）　

予算額 決算額 差　額 備考

収入

営業収益 34,360,066,000 34,921,914,805 561,848,805

医業収益 27,257,117,000 27,922,187,214 665,070,214 患者数、診療単価の増等による。

運営費負担金 6,761,813,000 6,763,994,000 2,181,000

その他営業収益 341,136,000 235,733,591 ▲ 105,402,409
補助金の年度内収入額の減少等
による。

営業外収益 635,345,000 682,742,780 47,397,780

運営費負担金 346,510,000 344,329,000 ▲ 2,181,000

その他営業外収益 288,835,000 338,413,780 49,578,780

資本収入 3,225,295,000 2,607,440,000 ▲ 617,855,000

長期借入金 2,804,000,000 2,219,000,000 ▲ 585,000,000
建設改良工事の確定に伴う借入
額の減少等による。

その他資本収入 421,295,000 388,440,000 ▲ 32,855,000

その他の収入 30,000 66,643,989 66,613,989

38,220,736,000 38,278,741,574 58,005,574

支出

営業費用 30,979,703,000 30,496,337,869 ▲ 483,365,131

医業費用 30,635,087,000 30,210,449,789 ▲ 424,637,211

給与費 15,975,281,000 16,317,609,573 342,328,573 退職金支給額の増加等による。

材料費 8,557,276,000 8,335,019,941 ▲ 222,256,059 薬品費の減少等による。

経費 5,826,628,000 5,352,359,099 ▲ 474,268,901
事業内容・契約方法の見直に伴う
委託料の減少等による。

研究研修費 275,902,000 205,461,176 ▲ 70,440,824

一般管理費 344,616,000 285,888,080 ▲ 58,727,920

営業外費用 673,570,000 637,610,183 ▲ 35,959,817

資本支出 6,558,304,000 7,362,346,788 804,042,788

建設改良費 3,119,257,000 3,908,300,730 789,043,730
前年度内未払計上額の支出に伴
う増加等による。

償還金 3,439,047,000 3,454,046,058 14,999,058

その他の支出 246,527,000 224,101,278 ▲ 22,425,722

38,458,104,000 38,720,396,118 262,292,118

単年度資金収支（収入－支出） ▲ 237,368,000 ▲ 441,654,544 ▲ 204,286,544

（注）損益計算書において計上されている現金支出を伴わない費用は含んでおりません。

区分

計

計



監事の意見





会計監査人の意見
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